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平成 25 年 7 月より、全頭検査を見直して、国産牛における BSE 検査対象月齢を「48

か月齢超」に引き上げるなど、新たな BSE 対策が始まっています。 

＜見直しを判断した理由＞ 

・ 食品安全委員会において、「BSE 検査対象月齢を 48 か月齢超としても、人への健

康影響は無視できる」と評価されたこと。 

・ 平成 25 年 5 月に国際獣疫事務局より、日本は「無視できる BSE 発生リスク」の

国として国際的に認定されたこと。 

・ 全頭検査の見直しについて、リスクコミュニケーション等で、消費者等関係者の

理解が得られていると判断されたこと。 

 

 

今まで以上に細心の注意を払って確認作業や検査業務を行い、安心して食べられる食肉

の提供を目指しています！ 


